
《
国
際
家
族
法
研
究
会
報
告
（
第
40
回
）
》

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
代
理
出
産

徐

　
瑞
静

一
　
は
じ
め
に

　

医
学
技
術
の
進
歩
に
伴
い
、
代
理
出
産
は
伝
統
式
の
代
理
出
産
か
ら

移
植
式
の
出
産
に
邁
進
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
全
く

異
な
る
二
つ
の
代
理
出
産
に
よ
り
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
法
律
結
果
が
生
じ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
事
実
、
ア
メ
リ

カ
裁
判
所
も
上
記
の
代
理
出
産
に
対
し
て
異
な
る
判
決
内
容
を
判
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
報
告
に
お
い
て
は
、
紀
欣
『
美
國
家
事
法

（
第
二
版
）』（
五
南
圖
書
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
考
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
代
理
出
産
に
関
す
る
法
的
問
題
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
『
統
一
父
母
法
』
が
人
工

生
殖
条
項
（
第
七
条
）
を
取
り
入
れ
、
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
に
再
び
内

容
修
正
を
行
い
、
移
植
代
理
出
産
（
第
八
条
）
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ

り
、
最
新
の
『
統
一
父
母
法
』
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
全
国
統
一

州
法
委
員
会
」
が
二
〇
〇
〇
年
に
『
統
一
人
工
妊
娠
子
供
身
分
法
』

（U
niform

 Status of Children of A
ssisted Conception A

ct

）
を
定

め
て
い
た
が
、
人
工
生
殖
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
の
父
母
の
身
分
を
確

定
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
結
果
と
し
て
、
全
く
異
な
る
二
つ
選
択

肢
を
定
め
る
ほ
か
な
く
、
第
一
に
、「
代
理
出
産
契
約
」（surrogacy 

agreem
ent

）
を
承
認
す
る
州
に
お
い
て
、「
代
理
出
産
者
」（surrogate

ま
た
はsurrogate carrier

）
を
雇
う
女
性
を
法
定
父
母
で
あ
る
べ
き
と

定
め
、
第
二
に
、
代
理
出
産
を
承
認
し
な
い
州
に
お
い
て
、
実
際
に
子

を
分
娩
し
た
者
が
法
定
父
母
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
委
員
会
が
こ
の

よ
う
な
二
つ
の
選
択
肢
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
代
理
出
産
問
題
は
各

州
の
立
法
学
者
及
び
裁
判
所
に
丸
投
げ
し
て
、
各
州
は
自
己
決
定
を
迫

ら
れ
て
い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
七
七
頁
）。

二
　
伝
統
式
の
代
理
出
産

　
「
伝
統
式
の
代
理
出
産
」（traditional surrogacy

）
と
は
、
代
理
出

産
者
が
父
母
と
な
り
た
い
者
（intended parents,

以
下
は
「
父
母
の
希

望
者
」）
の
た
め
に
妊
娠
し
、
出
産
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的

な
方
法
は
、
人
工
授
精
の
方
法
に
よ
り
、
代
理
出
産
者
の
卵
子
と
委
任

側
の
男
子
の
精
子
と
結
合
し
、
代
理
出
産
者
が
分
娩
後
に
子
の
扶
養
権

を
放
棄
し
、
委
任
側
の
「
父
母
希
望
者
」
が
子
の
法
定
父
母
と
な
る

（
紀
・
前
掲
書
一
七
七
頁
）。

　

殆
ど
の
州
の
父
母
身
分
認
定
法
に
よ
り
、「
父
母
の
希
望
者
」
は
子

と
の
間
に
血
縁
関
係
ま
た
は
家
族
関
係
も
有
し
な
い
た
め
、
子
の
出
産

ま
で
に
、
養
子
縁
組
の
方
式
に
基
づ
い
て
法
律
関
係
を
築
く
と
見
ら
れ

る
。
し
か
し
、
代
理
出
産
者
が
「
父
の
希
望
者
」（intended father

）

の
精
子
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、「
父
の
希
望
者
」
が
代
理
出
産
者
の

配
偶
者
と
し
て
、
法
律
上
、
同
等
の
推
定
権
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。「
父
の
希
望
者
」
に
親
権
が
推
定
さ
れ
る
理
由
は
子
と
血
縁
関
係
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を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
代
理
出
産
者
に
配
偶
者

が
い
る
場
合
、
そ
の
配
偶
者
の
親
権
が
推
定
さ
れ
る
理
由
は
、
代
理
出

産
者
と
婚
姻
関
係
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に

お
い
て
、「
父
の
希
望
者
」
は
、
通
常
、
子
と
血
縁
関
係
を
有
す
る
と

い
う
理
由
に
よ
っ
て
親
子
関
係
を
築
き
、
子
の
出
生
証
明
書
に
父
親
の

身
分
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
旦
、
父
子
関
係
が
確
認
さ
れ
た

後
、「
母
の
希
望
者
」（intended m

other

）
は
簡
易
的
な
養
母
の
養
子

縁
組
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
と
の
法
律
関
係
を
築
く
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
精
子
が
第
三
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た

場
合
に
は
、「
父
母
の
希
望
者
」
は
煩
雑
な
養
子
縁
組
手
続
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
子
と
の
間
に
法
律
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
紀
・
前
掲
書
一
七
七
頁
以
下
）。

三
　
移
植
式
の
代
理
出
産

　
「
移
植
式
の
代
理
出
産
」（gestational surrogacy
）
と
は
、
夫
婦
の

精
子
と
卵
子
が
体
外
に
お
い
て
受
精
さ
せ
ら
れ
た
後
、
受
精
卵
を
代
理

出
産
者
の
子
宮
に
移
植
し
、
代
理
出
産
者
が
子
を
分
娩
し
た
後
、
全
て

の
権
利
を
委
託
側
の
「
父
母
の
希
望
者
」
に
譲
渡
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
過
程
は
伝
統
式
の
代
理
出
産
と
類
似
す
る
が
、
し
か
し
、

代
理
出
産
者
が
子
の
分
娩
後
に
子
の
引
渡
し
を
拒
否
す
る
ケ
ー
ス
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
、
伝
統
式
の
代
理
出
産
問
題
と
異
な
る
問
題
も
発
生
す

る
。『
統
一
父
母
法
』
に
基
づ
い
て
、
母
親
は
子
を
分
娩
し
た
者
ま
た

は
子
と
血
縁
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
移
植
式
の
代
理

出
産
の
場
合
に
は
、
子
を
分
娩
し
た
者
ま
た
は
子
と
血
縁
関
係
を
有
す

る
者
で
な
い
た
め
、
誰
を
法
律
上
の
母
親
と
す
べ
き
か
は
、
非
常
に
判

断
し
難
い
問
題
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
七
八
頁
）。

　

伝
統
式
の
代
理
出
産
問
題
に
つ
い
て
、
代
理
出
産
者
は
子
と
血
縁
関

係
を
有
す
る
た
め
、
代
理
出
産
者
が
親
権
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
ア
メ

リ
カ
で
は
殆
ど
の
州
が
代
理
出
産
者
の
選
択
肢
を
尊
重
し
て
い
る
よ
う

に
見
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
移
植
技
術
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
ア
メ
リ

カ
の
「
父
母
の
希
望
者
」
は
法
律
上
の
障
害
を
取
り
除
く
た
め
、
徐
々

に
移
植
式
の
代
理
出
産
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
母
の
希
望

者
」
は
一
般
的
に
自
己
の
卵
子
を
利
用
す
る
が
、
自
己
の
卵
子
を
利
用

で
き
な
い
場
合
、
寄
付
さ
れ
た
卵
子
の
利
用
を
選
ぶ
し
か
な
い
。
ま

た
、
精
子
に
つ
い
て
、
移
植
式
の
代
理
出
産
は
「
父
の
希
望
者
」
の
精

子
を
利
用
す
る
か
、
ま
た
は
、
寄
付
さ
れ
た
精
子
を
利
用
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
代
理
出
産
方
式
の
変
化
に
よ
り
、
代
理
出
産

問
題
に
関
す
る
当
事
者
の
身
分
関
係
を
始
め
と
し
て
、
代
理
出
産
問
題

の
結
果
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
よ
う
と
見
ら
れ
る
（
紀
・
前
掲
書

一
七
八
頁
）。

　

①　

提
供
者
の
卵
子
を
採
用
す
る
方
法

　

卵
子
が
他
人
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
場
合
、
代
理
出
産
者
は
血
縁
を

有
す
る
母
親
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
実
際
に
子
を
分
娩
し
た
人
で
あ

る
た
め
に
、
直
ち
に
子
の
母
親
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、「
父
母
の

希
望
者
」
が
子
と
の
間
に
血
縁
関
係
を
有
せ
ず
、
ま
た
、
家
族
関
係
も

有
し
な
い
た
め
、
子
が
分
娩
さ
れ
た
後
に
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
親
子

関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
理
出
産
者
に
配
偶
者
が
あ
る
場
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合
、
当
該
配
偶
者
が
父
親
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
精

子
が
「
父
の
希
望
者
」
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
場
合
、
二
人
と
も
父
親

と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
、「
父
の
希
望

者
」
は
親
権
手
続
を
通
じ
て
父
子
関
係
を
築
き
、「
母
の
希
望
者
」
は

養
子
縁
組
の
手
続
に
よ
っ
て
母
子
関
係
を
築
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら

に
、
精
子
が
他
人
に
よ
っ
て
寄
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
父
母
の
希
望

者
」
は
養
子
縁
組
の
手
続
を
利
用
し
て
親
権
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
紀
・
前
掲
書
一
七
九
頁
）。

　

②　
「
母
の
希
望
者
」
の
卵
子
を
採
用
す
る
方
法

　
「
父
母
の
希
望
者
」
が
自
ら
の
精
子
と
卵
子
を
使
い
、
体
外
で
受
精

さ
れ
た
後
に
、
受
精
卵
を
代
理
出
産
者
の
子
宮
に
移
植
し
て
も
、
代
理

出
産
者
及
び
そ
の
配
偶
者
が
父
母
認
定
法
に
基
い
て
子
の
父
母
と
推
定

さ
れ
る
。
し
か
し
、「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
し
、

父
母
と
推
定
さ
れ
る
可
能
性
が
存
す
る
た
め
、「
父
母
の
希
望
者
」
は

簡
易
的
な
父
親
（
母
親
）
認
定
手
続
を
経
て
裁
判
所
の
命
令
を
取
得

し
、「
父
母
の
希
望
者
」
の
法
定
親
権
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
代
理
出

産
者
及
び
そ
の
配
偶
者
へ
の
親
権
推
定
を
取
消
す
こ
と
が
可
能
と
な
る

（
紀
・
前
掲
書
一
七
九
頁
）。

四
　
各
州
に
お
け
る
代
理
出
産
問
題
に
対
す
る
法
的
規
律

　

代
理
出
産
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
る
者
は
不
妊
夫
婦
の
福
音
と
し

て
、
代
理
出
産
者
と
委
任
す
る
「
父
母
の
希
望
者
」
と
の
自
己
決
定
に

よ
っ
て
判
断
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
が
、
あ
る
者
は
代
理
出
産
が
合
法

化
さ
れ
た
な
ら
ば
、
貧
困
女
性
は
生
育
の
道
具
と
な
り
、
し
か
も
、
親

子
関
係
の
認
定
の
危
機
を
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
女
権
主

義
者
は
、
代
理
出
産
の
否
定
を
謳
え
て
、「
ベ
ビ
ー
Ｍ
事
件
」（In the 

M
atter of Baby M

）（525 A
. 2d 1128

（N
.J.Ch. D

iv.1987

）,537 A
 2d 

1227

（N
.J.1988

）.）
に
お
け
る
代
理
出
産
問
題
を
反
対
し
た
団
体
と

「
裁
判
所
の
友
」（am

ici curiae

）
と
い
う
身
分
を
自
称
し
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
（
紀
・
前
掲
書

一
七
九
頁
）。

　

ア
メ
リ
カ
の
殆
ど
の
州
は
代
理
出
産
に
関
す
る
州
法
を
設
け
て
お
ら

ず
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
判
例
慣
習
も
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
。
近

年
、
弁
護
士
が
、
代
理
出
産
事
件
に
対
し
、
親
権
法
及
び
養
子
縁
組
法

の
適
用
を
通
じ
て
、
代
理
出
産
問
題
に
関
わ
る
当
事
者
の
願
望
を
達
成

し
、
ま
た
、
登
記
を
通
じ
て
「
父
母
の
希
望
者
」
を
唯
一
の
法
定
父
母

と
し
て
い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
七
九
頁
以
下
）。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
二
二
の
州
が
立
法
を
通
じ
て
、
直
接
的
に
、

ま
た
は
、
間
接
的
に
代
理
出
産
に
関
連
す
る
問
題
を
規
律
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
出
生
証
明
書
の
発
行
、
ま
た
は
、
代
理
出
産
に
関
す
る
報
酬

の
受
取
な
ど
の
問
題
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
五
つ
の
州
の
控
訴
審

裁
判
所
が
代
理
出
産
契
約
の
適
法
性
及
び
執
行
力
な
ど
の
事
件
を
審
理

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
七
の
州
の
中
、
二
二
の
州
は
一
定
の
形
式
を
整

え
れ
ば
代
理
出
産
契
約
の
執
行
力
を
認
め
る
が
、
五
つ
の
州
は
代
理
出

産
を
一
切
禁
ず
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
他
の
二
三
の
州
お
よ
び

ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
お
い
て
は
、
代
理
出
産
問
題
に
関
す
る
立
法
ま
た
は

判
例
は
見
ら
れ
ず
こ
れ
ら
の
州
に
お
い
て
は
、
代
理
出
産
問
題
を
認
め
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な
い
か
、
ま
た
は
、
禁
じ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
〇

頁
）。

⑴　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

　

一
九
七
五
年
以
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、『
統
一
父

母
法
』
を
親
権
条
項
と
し
て
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
裁
判

所
は
母
親
の
身
分
を
判
断
す
る
際
、
父
親
の
身
分
の
判
断
基
準
と
同
様

に
規
範
、
推
定
及
び
手
続
を
取
り
入
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
『
家
事
法
』（California Fam

ily Code

）
第
七
六
三
三
条

に
基
づ
い
て
「
本
節
に
定
め
て
い
る
措
置
に
則
っ
て
、
子
の
出
生
前
に

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」、
す
な
わ
ち
、
子
の
出
生
前
に
お
け
る

親
権
の
認
定
を
認
め
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
裁

判
所
も
代
理
出
産
問
題
の
審
理
に
お
い
て
当
該
条
項
を
頻
繁
に
適
用
し

て
い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
〇
頁
）。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
最
高
裁
判
所

は
、Johnson v. Calver 

（5 Cal. 4th 84, 19 Cal.  Rptr. 2d 494

（1993

）.） 

事
件
の
審
理
に
お
い
て
、
代
理
出
産
者
の
受
精
卵
が
「
父
母

の
希
望
者
」
の
精
子
と
卵
子
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
な
ら
ば
、
代
理
出

産
者
及
び
「
父
母
の
希
望
者
」
の
両
方
が
同
等
の
推
定
権
を
受
け
ら
れ

る
べ
き
と
判
示
し
、「
母
の
希
望
者
」
が
法
定
母
親
と
し
て
認
定
さ
れ

る
と
判
示
さ
れ
た
（
紀
・
前
掲
書
一
八
〇
頁
以
下
）。In re M

arriage of 
M

oschetta

（30 Cal. Rptr.2d 893

（Ct.A
pp.1994

）.）
事
件
に
お
い
て
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
控
訴
審
裁
判
所
は
、「
母
の
希
望
者
」
と
子
の
間
に
血

縁
関
係
が
な
い
と
判
示
し
、
代
理
出
産
者
と
同
等
の
推
定
権
を
有
す
る

と
考
え
ら
れ
ず
、
最
終
的
に
、「
母
の
希
望
者
」
は
養
子
縁
組
の
方
式

に
よ
っ
て
子
と
の
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
代
理
出
産

契
約
は
養
子
縁
組
契
約
と
見
做
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
（
紀
・
前
掲
書

一
八
一
頁
）。

　

以
上
の
判
例
を
見
る
限
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
法
律
は
子
の
出
生

前
に
親
権
の
認
定
を
認
め
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
父

母
の
希
望
者
」
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
親

権
法
に
則
っ
て
推
定
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
ら
れ
る
。

⑵　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

　

デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ハ
ワ
イ
、
ア
イ
ダ
ホ
、
ミ
ネ
ソ
タ
、

モ
ン
タ
ナ
、
ミ
ズ
ー
リ
ー
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ

ナ
、
テ
ネ
シ
ー
、
バ
ー
モ
ン
ト
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
等
の
一
二
の
州
に
お

い
て
は
代
理
契
約
の
効
力
に
関
す
る
立
法
及
び
判
例
は
見
ら
れ
ず
、
各

州
の
家
事
法
が
、
明
文
を
も
っ
て
、
裁
判
所
は
子
の
出
生
前
に
親
権
認

定
に
関
し
て
裁
定
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
定
め
て
い
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア

の
家
事
法
は
、
次
の
よ
う
に
、「
い
か
な
る
者
も
、
本
条
に
則
っ
て
子

の
出
生
前
に
申
請
し
て
も
、
全
て
の
手
続
は
子
の
出
生
後
ま
で
見
送
ら

れ
る
べ
き
」
と
い
う
内
容
を
定
め
て
い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
一
頁
以

下
）。

⑶　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州

　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
旧
立
法
内
容
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
法
の
規
定
と

一
致
し
て
、
子
の
出
生
前
に
親
権
認
定
に
関
す
る
命
令
の
裁
定
を
禁
ず

る
と
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、「
父
母
の
希
望
者
」
及
び
弁
護
士
が

「
出
生
前
親
権
命
令
」（prebirth parentage order

）
裁
定
を
求
め
た
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結
果
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
所
は
、Culliton v. Beth 

Israel D
eaconess M

edical C
enter 

（756 N
. E

. 2d 1133 
（M

aw
w

.2001

）.）
事
件
に
お
い
て
、「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
裁
定
し

た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
事
件
に
お
け
る
双
子
が
確
実
に
既
婚

夫
婦
と
血
縁
関
係
を
有
す
る
た
め
に
は
、
既
婚
の
「
父
母
の
希
望
者
」

が
子
の
法
定
父
母
で
あ
る
べ
き
と
判
示
し
た
。
裁
判
官
は
、
当
該
事
件

に
お
い
て
、「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
し
な
い
場
合

に
は
適
用
し
な
い
と
説
示
し
て
お
り
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
お
い

て
は
、「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
し
な
い
場
合
、
養

子
縁
組
手
続
を
利
用
し
て
親
権
関
係
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見

ら
れ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
二
頁
）。

⑷　

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州

　

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
親
権
法
も
、
同
様
に
、
子
の
出
生
前
親
権

の
認
定
を
禁
ず
る
と
定
め
て
い
る
。「
ベ
ビ
ー
Ｍ
事
件
」
に
あ
た
っ
て

は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
は
、
親
権
法
に
基
づ
い
て
子

の
母
親
を
裁
定
し
、
代
理
出
産
者
は
子
と
血
縁
を
有
し
、
か
つ
、
実
際

に
分
娩
し
た
母
親
で
あ
れ
ば
、
そ
の
代
理
出
産
者
が
当
然
に
子
の
法
定

母
親
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
代
理
出
産
契
約
は
公
序
良
俗
に
反

す
る
と
判
断
し
、
そ
の
執
行
力
を
認
め
な
い
と
判
示
し
て
い
る
（
紀
・

前
掲
書
一
八
二
頁
）。
そ
し
て
、
そ
の
判
決
理
由
は
移
植
式
の
代
理
出
産

に
ま
で
援
用
さ
れ
て
い
る
。A

. H
. W

. v. G. H
. B. 

（772 A
. 2d 948 

（N
.J. Super. Ct. Ch. D

iv. 2000

）.）
事
件
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー

ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
は
、
同
州
の
養
子
縁
組
法
に
鑑
み
て
、
仮
に
当
事

者
全
員
が
「
出
生
前
親
権
命
令
」
の
合
意
に
達
し
て
い
た
と
し
て
も
、

裁
判
所
は
当
該
命
令
を
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た

（
紀
・
前
掲
書
一
八
二
頁
）。

⑸ 　

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
、
テ
キ
サ
ス
州
及
び

ユ
タ
州

　

こ
の
四
つ
の
州
の
法
律
は
、
当
事
者
が
、
代
理
出
産
者
の
妊
娠
前

に
、
必
ず
代
理
出
産
契
約
を
司
法
部
門
に
提
出
し
、
そ
の
審
査
を
受
け

る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
代
理
出
産
契
約
が
司
法
部
門

の
審
査
を
通
過
し
た
後
に
は
、「
父
母
の
希
望
者
」
が
直
ち
に
子
の
出

生
後
に
父
母
の
身
分
を
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
（
紀
・
前

掲
書
一
八
三
頁
）。

　

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
は
一
九
九
〇
年
か
ら
法
律
に
よ
っ
て
代
理

契
約
を
規
律
し
て
い
る
。
如
何
な
る
契
約
も
事
前
に
司
法
審
査
を
経
な

け
れ
ば
合
法
的
な
契
約
と
見
做
さ
れ
な
い
。
し
か
も
、
代
理
出
産
者
は

子
の
出
生
後
の
七
二
時
間
以
内
に
子
の
渡
し
を
断
る
こ
と
が
で
き
、
書

類
に
拒
否
署
名
を
し
て
「
父
母
の
希
望
者
」
に
渡
せ
ば
、
子
は
「
父
母

の
希
望
者
」
に
渡
せ
な
く
な
る
。
当
該
法
律
は
出
生
証
明
書
を
子
の
出

生
後
の
七
二
時
間
内
に
交
付
す
べ
き
と
定
め
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
が

「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
交
付
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
見
ら
れ
る
（
紀
・

前
掲
書
一
八
三
頁
）。

　

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
、
唯
一
、『
統
一
人
工
生
殖
子
女
法
』
Ａ
案
を
採

用
す
る
州
で
あ
る
た
め
、
異
性
夫
婦
と
代
理
出
産
者
が
締
結
し
た
代
理

出
産
契
約
を
認
め
て
お
り
、
ま
た
、
代
理
出
産
契
約
が
事
前
の
司
法
審

東洋法学　第56巻第 3号（2013年 3 月）

195



査
を
経
る
べ
き
と
定
め
て
い
る
。
州
法
は
「
父
母
の
希
望
者
」
の
い
ず

れ
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
子
の
出
生
後
に
直
接
に

「
父
母
の
希
望
者
」
を
父
母
た
る
身
分
を
記
す
る
と
定
め
て
い
る
。
し

か
し
、「
出
生
前
親
権
命
令
」
の
交
付
は
や
は
り
不
可
能
で
あ
る
（
紀
・

前
掲
書
一
八
三
頁
）。

　

テ
キ
サ
ス
州
及
び
ユ
タ
州
は
、
全
米
で
、
二
〇
〇
〇
年
に
修
正
し
た

「
統
一
父
母
法
」（
第
七
条
代
理
出
産
）
を
採
用
し
た
唯
一
の
州
で
あ
る
。

同
様
に
、
代
理
出
産
契
約
は
司
法
審
査
を
経
る
べ
き
と
規
定
し
、
そ
れ

を
経
な
い
と
代
理
出
産
契
約
の
執
行
力
を
認
め
な
い
も
の
と
定
め
て
い

る
。
契
約
が
事
前
の
審
査
を
経
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
子
の
出
生
後
に

命
令
書
を
発
行
し
、「
父
母
の
希
望
者
」
の
父
母
た
る
身
分
を
記
す
る

も
の
と
定
め
て
い
る
。「
出
生
前
親
権
命
令
」
の
交
付
は
、
当
然
、
認

め
ら
れ
て
い
な
い
（
紀
・
前
掲
書
一
八
三
頁
）。

　

そ
の
後
、
ユ
タ
州
は
、
二
〇
〇
二
年
に
修
正
し
た
『
統
一
父
母
法
』

（
第
八
条
移
植
式
の
代
理
出
産
）
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
幾
つ

か
の
箇
所
を
修
正
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
父
母
の
希
望
者
」
が

既
婚
夫
婦
で
あ
る
こ
と
、
②
「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
を
出
産
す
る
の

が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
③
移
植
式
の
代
理
出
産
が
初
回
目
の
妊
娠
で

は
な
い
こ
と
、
④
移
植
式
の
代
理
出
産
者
の
卵
子
が
人
工
生
殖
に
利
用

さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
三
頁
）。

⑹　

イ
リ
ノ
イ
州

　

イ
リ
ノ
イ
州
に
お
い
て
は
、『
移
植
式
代
理
出
産
法
』（Gestational 
Surrogacy A

ct

）
が
可
決
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
一
月
一
か
ら
発
効
し
て

い
る
。
当
該
法
律
は
、
代
理
出
産
契
約
が
司
法
審
査
及
び
そ
の
同
意
を

得
ず
、「
父
母
の
希
望
者
」
と
代
理
出
産
者
が
資
格
及
び
条
件
を
満
た

せ
ば
、「
父
母
の
同
意
者
」
は
子
の
出
生
後
に
法
定
父
母
の
身
分
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
当
該
法
律
に
よ
っ
て
、
イ
リ

ノ
イ
州
の
「
父
母
の
希
望
者
」
が
移
植
式
代
理
出
産
に
お
い
て
「
出
生

前
親
権
命
令
」
の
取
得
を
容
易
に
定
め
た
が
、
そ
の
代
わ
り
、
代
理
出

産
者
が
移
植
式
に
よ
る
妊
娠
出
産
し
た
場
合
に
、
子
の
引
渡
し
拒
否
な

ど
の
よ
う
な
意
思
変
更
を
認
め
な
く
な
る
。
さ
ら
に
「
父
母
の
希
望

者
」
は
後
悔
ま
た
は
公
然
違
約
し
て
い
て
も
、
子
の
面
倒
を
見
る
責
任

を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
が
「
父
母
の
希
望
者
」
の
願
望

の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
、
当
事
者
意
思
決
定
の
方
法
を
取
り
込
ん
で

い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
四
頁
）。

　

当
該
法
律
は
子
の
出
生
前
に
親
権
関
係
を
築
く
た
め
、
次
の
七
つ
の

条
件
を
満
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
①
移
植
式
の
代
理
出
産
者
が
子
の

生
母
で
な
く
、
ま
た
、
自
己
が
「
父
母
の
希
望
者
」
の
た
め
に
代
理
出

産
す
る
こ
と
を
声
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
代
理
出
産
者
に
夫
が

い
る
場
合
、
夫
は
自
ら
子
の
父
親
で
は
な
い
こ
と
を
声
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
③
「
母
の
希
望
者
」
は
、
自
ら
の
、
ま
た
は
、
卵
子
の
提

供
者
に
よ
っ
て
寄
付
さ
れ
た
卵
子
で
あ
る
こ
と
を
声
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
④
「
父
の
希
望
者
」
は
、
自
ら
の
、
ま
た
は
、
精
子
の
提
供

者
に
よ
っ
て
寄
付
さ
れ
た
精
子
で
あ
る
こ
と
を
声
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
⑤
イ
リ
ノ
イ
州
医
師
免
許
を
有
す
る
医
者
は
、
代
理
出
産
に

よ
っ
て
出
産
し
た
子
が
「
母
の
希
望
者
」
若
し
く
は
「
父
の
希
望
者
」
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ま
た
は
両
者
の
子
供
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
代
理
出
産
者
と
そ
の
夫
と

の
間
に
出
生
し
た
子
で
は
な
い
こ
と
を
声
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
「
父
母
の
希
望
者
」
及
び
代
理
出
産
者
の
弁
護
士
は
、
当
事
者
に

よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
代
理
出
産
契
約
が
全
て
の
法
律
条
件
を
満
た
す
こ

と
を
声
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑦
以
上
の
声
明
は
子
の
出
生
前
に

終
え
て
、
ま
た
、
イ
リ
ノ
イ
州
に
指
定
さ
れ
た
用
紙
に
記
入
し
、
二
名

の
証
人
の
証
明
を
経
た
う
え
、
子
の
出
生
前
に
代
理
出
産
者
の
医
療
カ

ル
テ
に
収
め
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
声
明
文
書
の
コ
ピ
ー
を
子
の
出
生
前

に
イ
リ
ノ
イ
州
の
公
共
健
康
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

て
い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
四
頁
以
下
）。

　

移
植
式
の
代
理
出
産
に
関
わ
る
代
理
出
産
者
は
、
子
を
出
産
し
た
経

験
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
代
理
弁
護
士
と
相
談
し
た
上
、
代
理
出
産

契
約
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
旦
、
代
理
出
産
契
約
が
締
結

さ
れ
た
後
、
代
理
出
産
者
が
代
理
出
産
を
断
っ
た
場
合
に
も
、
強
制
的

に
代
理
出
産
契
約
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判

所
は
「
父
母
の
希
望
者
」
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
命
じ
る
し
か
で
き
な

い
よ
う
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
四
頁
）。

⑺　

フ
ロ
リ
ダ
州

　

フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
代
理
出
産
者
が
既
婚
で
あ
る
が
、
妻
が
妊
娠
で

き
な
い
「
父
母
の
希
望
者
」
に
、
無
報
酬
で
人
道
的
な
移
植
式
代
理
出

産
を
認
め
る
法
令
を
設
け
て
い
る
。
当
該
法
律
は
子
の
出
生
後
だ
け
の

親
権
認
定
、
ま
た
、
子
の
出
生
記
録
の
修
正
を
認
め
る
。「
父
母
の
希

望
者
」
が
子
の
出
生
後
の
三
日
以
内
に
出
生
記
録
の
修
正
を
申
し
込
む

に
は
、
裁
判
所
の
二
通
の
裁
判
所
命
令
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
通
は
親
権
を
証
明
す
る
命
令
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
衛
生
局
に

子
の
出
生
記
録
を
修
正
す
る
こ
と
の
指
示
命
令
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書

一
八
五
頁
）。

　

フ
ロ
リ
ダ
州
の
家
事
法
は
子
の
出
生
前
に
父
母
の
身
分
を
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
州
の
代
理
出
産
法
は
明

文
を
も
っ
て
子
の
出
生
前
親
権
の
認
定
を
禁
止
す
る
と
い
う
理
由
で
、

「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
所

が
出
生
前
命
令
を
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
ら
れ
る
（
紀
・
前

掲
書
一
八
五
頁
）。

⑻ 　

ア
リ
ゾ
ナ
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
ミ
シ
ガ
ン

州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

　

こ
れ
ら
の
州
で
は
、
明
文
に
よ
っ
て
移
植
式
代
理
出
産
を
含
む
よ
う

な
一
切
の
代
理
出
産
を
禁
止
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
法

は
、
代
理
出
産
者
に
よ
っ
て
出
産
し
た
子
は
、
代
理
出
産
者
と
そ
の
夫

の
子
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
、
代
理
出
産
契
約

を
禁
止
す
る
と
同
時
に
、
如
何
な
る
者
も
、「
代
理
出
産
契
約
の
締

結
、
関
与
、
促
進
、
手
配
ま
た
は
協
力
し
た
場
合
」、
費
用
の
受
取
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
、
一
年
以
下

の
有
期
懲
役
を
課
す
る
と
定
め
て
い
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
で
は
、
代

理
出
産
問
題
が
公
序
良
俗
に
背
く
と
い
う
理
由
で
、
代
理
出
産
契
約
の

効
力
を
認
め
な
い
と
定
め
て
い
る
。
ミ
シ
ガ
ン
州
で
は
、
代
理
出
産
問

題
が
公
序
良
俗
に
背
う
と
定
め
た
上
、
報
酬
を
取
得
し
た
代
理
出
産
の
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当
事
者
及
び
事
件
に
か
か
わ
る
第
三
者
に
対
し
、
罰
金
ま
た
は
有
期
懲

役
に
処
す
る
と
定
め
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
代
理
出
産
が

公
序
良
俗
に
背
う
理
由
で
無
効
で
あ
る
と
定
め
、
当
事
者
が
報
酬
を
取

得
し
た
場
合
に
は
、
五
百
ド
ル
の
罰
金
を
課
し
、
報
酬
代
理
出
産
に
か

か
わ
っ
た
第
三
者
に
対
し
、
一
万
ド
ル
の
罰
金
を
課
し
、
さ
ら
に
、
第

三
者
が
再
犯
し
た
場
合
に
は
、
処
罰
を
加
重
す
る
と
定
め
て
い
る

（
紀
・
前
掲
書
一
八
五
頁
以
下
）。

　

以
上
の
幾
つ
か
の
州
に
お
い
て
は
、
代
理
問
題
に
関
し
て
厳
し
く
規

制
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
州
の
家
事
法

は
、
裁
判
所
が
親
権
認
定
に
関
す
る
事
件
を
審
理
す
る
際
に
、
当
事
者

が
同
意
す
れ
ば
、
子
の
出
生
前
に
父
母
の
身
分
関
係
を
認
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
州
の
裁
判
所
が
代
理
出
産
問

題
に
関
す
る
「
出
生
前
親
権
命
令
」
事
件
を
審
理
す
る
際
に
、
完
全
否

定
的
な
態
度
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
各
裁
判
所
に
よ
っ
て
異
な
る
判
決

を
下
す
こ
と
も
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
が
審
理

し
たA

ndres A
. v. Judith N

.

（591  N
. Y

. S. 2d 946 

（N
. Y

. Fam
. 

Ct. 1992

）.）
事
件
は
こ
の
よ
う
な
一
例
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
六

頁
）。A

ndres A
. v. Judith N

.

事
件
は
移
植
式
の
代
理
出
産
問
題
に

か
か
わ
り
、「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
と
血
縁
関
係
を
有
し
、
ま
た
、

代
理
出
産
者
も
代
理
出
産
問
題
に
異
議
を
有
し
な
い
な
ど
の
理
由
を

も
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
初
審
裁
判
所
の
管
轄
内
に
あ
る
家
事
法
廷

へ
子
の
出
生
前
の
親
権
認
定
す
る
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
家
事
法
廷

は
、
そ
れ
ら
の
訴
求
を
棄
却
し
た
。
そ
の
後
、「
父
母
の
希
望
者
」
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
初
審
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
当
裁
判
所
は
管
轄
下
の
家

事
法
廷
に
対
し
て
、
子
と
血
縁
関
係
を
有
す
る
「
父
母
の
希
望
者
」
が

子
の
法
定
た
る
母
親
で
あ
る
と
言
い
渡
す
よ
う
命
令
を
下
し
た
が
、
家

事
法
廷
は
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
家
事
法
廷
法
」（N

ew
 Y

ork Fam
ily 

Court A
ct

）
に
母
親
身
分
の
認
定
に
関
す
る
条
項
を
設
け
ら
れ
て
い

な
い
理
由
で
、
裁
判
所
は
授
権
さ
れ
た
審
査
範
囲
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
、
母
親
を
認
定
せ
ず
、
判
決
文
に
は
「
母
の
希
望
者
」
に

養
子
縁
組
の
方
法
を
通
じ
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る

（
紀
・
前
掲
書
一
八
六
頁
）。

　

二
年
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
初
審
裁
判
所
は
、
再
び
、
一
つ
の
類
似

事
件
を
審
理
し
た
。
す
な
わ
ち
、A

rredondo v. N
odelm

an

（622 

N
. Y

. 2d 181 

（Sup. Ct. 1994

）.）
事
件
に
お
い
て
、
子
と
血
縁
関
係
を

有
す
る
「
母
の
希
望
者
」
が
裁
判
所
に
双
子
の
法
定
母
親
で
あ
る
こ
と

を
認
め
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
当
該
裁
判
所
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
法
令

の
制
限
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
次
の
判
決
を
下
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
市
は
子
の
出
生
証
明
書
に
あ
る
母
親
の
名
前
を
原
告
に

変
更
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
ま
た
、
全
て
の
声
明
書
を
見
る
限
り
、
事

件
に
か
か
わ
る
当
事
者
が
代
理
出
産
問
題
に
同
意
す
る
と
見
ら
れ
、
し

か
も
、
卵
子
及
び
精
子
も
原
告
と
夫
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
血
液
検
査
で
は
代
理
出
産
者
及
び
そ
の
夫
が
子
と
血
縁
関
係

を
有
し
な
い
と
判
定
さ
れ
、
従
っ
て
、
原
告
が
子
の
母
親
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
。
市
政
府
は
、
当
該
事
実
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
新
た
な
出

生
証
明
書
を
発
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
言
い
渡
さ
れ
た
（
紀
・
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前
掲
書
一
八
六
頁
）。A

rredondo

事
件
は
、
同
じ
地
域
に
あ
る
裁
判
所

が
異
な
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
初
審
裁
判
所
の
家
事
法
廷
は
、
成
文
法
令
に
基
づ
い
て
、
母

親
の
認
定
命
令
を
発
給
す
る
権
限
を
有
し
な
い
と
考
え
た
が
、
し
か

し
、
初
審
裁
判
所
は
再
び
同
様
な
事
件
を
分
析
し
た
際
に
、
成
文
法
の

規
定
を
無
視
し
、
当
事
者
及
び
市
政
府
が
争
わ
な
い
命
令
を
発
給
す
る

事
実
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
事
者
の
訴
求
と
事
実
に
合
わ
せ
て
、
最
も

有
効
的
な
措
置
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
（
紀
・
前
掲
書

一
八
七
頁
）。

　

最
後
、
上
記
の
州
裁
判
所
は
、
公
表
さ
れ
た
判
例
に
お
い
て
「
出
生

前
親
権
命
令
」
の
発
給
問
題
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
子
の
出
生
前
に

父
親
（
母
親
）
身
分
を
認
定
す
る
訴
求
を
反
対
し
な
い
態
度
が
見
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
各
州
の
立
法
は
「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
厳
格
に
規
制

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
争
い
の
な
い
事
件
に
対
し
て

は
、
裁
判
所
に
「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
発
給
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
七
頁
）。

五
　
出
生
前
親
権
命
令

　

以
上
の
よ
う
に
、
各
州
の
法
律
手
続
が
異
な
り
、
ま
た
、
弁
護
士
の

対
応
方
法
も
様
々
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
立
法
ま
た
は
判
例
法
を
設
け

て
い
な
い
州
に
お
い
て
は
、
常
に
弁
護
士
が
新
た
な
解
決
方
法
を
試
み

る
こ
と
に
よ
り
、「
父
母
の
希
望
者
」
を
子
の
両
親
と
す
る
よ
う
に
努

め
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一
つ
の
有
効
な
方
法
は
裁
判
所
へ
子
の
出
生
前

に
「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
発
給
す
る
よ
う
求
め
る
方
法
で
あ
り
、

「
父
母
の
希
望
者
」
を
子
の
出
生
前
に
、
子
の
両
親
を
認
め
さ
せ
る
方

策
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書
一
八
七
頁
）。

　
「
父
母
の
希
望
者
」
は
「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
取
得
し
た
場
合

に
、
以
下
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
①
「
父
母
の
希
望
者
」
が
子
に
対
す

る
唯
一
の
権
利
を
有
し
、
子
の
出
生
後
に
面
倒
を
見
る
こ
と
も
、
必
要

な
医
療
決
定
を
決
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
②
「
父
母
の
希
望
者
」
は
病

院
及
び
政
府
機
構
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
出
生
記
録
に
父
母
で
あ
る
こ

と
を
記
録
さ
れ
、
出
生
書
を
修
正
ま
た
は
隠
蔽
す
る
こ
と
が
防
が
れ

る
。
③
病
院
は
、
子
の
出
生
後
に
、
代
理
出
産
者
で
は
な
く
、
直
接
に

子
を
「
父
母
の
希
望
者
」
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ

り
、
代
理
出
産
者
が
子
を
病
院
か
ら
連
れ
出
し
た
後
に
、「
父
母
の
希

望
者
」
の
家
に
戻
す
よ
う
な
事
態
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
「
父

母
の
希
望
者
」
は
、
出
生
し
た
子
を
直
ち
に
彼
ら
の
保
険
に
加
入
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
単
純
に
感
情
的
ま
た
は
心
理
的
な
面
か
ら
見
る

と
、
子
の
出
生
前
に
父
母
の
身
分
が
決
定
さ
れ
た
場
合
、「
父
母
の
希

望
者
」
を
直
接
に
出
産
経
験
に
参
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
紀
・
前

掲
書
一
八
七
頁
以
下
）。

　
「
出
生
前
親
権
命
令
」
は
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
が
、
全
て
の

州
及
び
代
理
出
産
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
当
事
者
が
「
出
生
前
親
権
命

令
」
を
取
得
す
べ
き
か
、
ま
た
は
、
取
得
が
可
能
で
あ
る
か
は
、
所
在

地
の
州
法
及
び
対
応
策
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
っ
て
い
る
。
目
下
、
州

法
は
、
以
下
の
条
件
に
符
合
す
る
場
合
に
、「
父
母
の
希
望
者
」
は

「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
ら
れ
る
。
す
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な
わ
ち
、
①
代
理
出
産
者
の
子
宮
に
移
植
さ
れ
た
受
精
卵
が
「
父
母
の

希
望
者
」
か
ら
提
供
さ
れ
た
場
合
、
②
管
轄
州
の
親
権
法
令
が
家
事
法

に
よ
っ
て
母
親
の
認
定
を
考
慮
す
る
場
合
、
③
州
法
が
明
文
を
も
っ
て

父
親
（
母
親
）
を
認
定
す
る
手
続
き
に
出
生
前
命
令
を
禁
止
し
な
い
場

合
、
④
州
法
が
明
文
を
も
っ
て
出
生
前
手
続
き
を
禁
止
せ
ず
、
ま
た
、

代
理
出
産
事
件
に
お
い
て
子
の
出
生
後
は
身
分
認
定
の
申
請
し
か
認
め

な
い
場
合
、
⑤
手
続
き
に
関
す
る
争
い
が
な
い
場
合
で
あ
る
（
紀
・
前

掲
書
一
八
八
頁
）。

　

最
後
に
、
代
理
出
産
に
か
か
わ
る
当
事
者
全
員
に
と
っ
て
「
出
生
前

親
権
命
令
」
に
関
す
る
異
議
を
有
し
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
者
の
意

思
を
実
現
す
る
最
も
理
想
的
な
方
法
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し

な
が
ら
、
や
は
り
そ
れ
で
も
完
璧
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、

代
理
出
産
に
か
か
わ
る
当
事
者
が
「
出
生
前
親
権
命
令
」
を
取
得
し
た

後
に
態
度
を
変
え
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
と
っ
て
最
も
解
決
し
難
い

局
面
へ
の
対
処
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（Id. A

t 659
）（
紀
・
前

掲
書
一
八
八
頁
）。

六
　
お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
諸
州
の
裁
判
所
は
、
代
理
出
産
の
手
続

を
処
理
す
る
際
に
、
多
元
的
な
方
法
を
採
っ
て
お
り
、
ま
た
、
判
断
に

お
け
る
差
異
も
多
い
。
し
か
し
、
当
事
者
の
間
に
異
議
が
な
く
、
し
か

も
、
協
力
し
合
う
事
件
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
代
理
出
産
契
約
の
合

法
性
及
び
そ
の
効
力
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
紀
・
前
掲
書

一
八
八
頁
）。
但
し
、
日
本
人
が
当
事
者
で
あ
っ
た
場
合
に
、
ア
メ
リ

カ
法
上
に
お
け
る
有
効
性
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
に
は
、
ま
だ
暫
く

時
間
を
要
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 

（
じ
ょ
・
ず
い
せ
い　

東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
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